
姫路市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という 。

）に定めるもののほか、姫路市が行う法第１１５条の４５第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業（以下「姫路市総合事業」という。） の実施に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総

合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９

６号 ）、 地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生

労働省老健局長通知）及び姫路市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及

び運営等の基準に関する要綱（平成２９年１月２０日制定）（以下「総合事業人員

基準要綱」という 。） の例による。 

（事業の内容） 

第３条 市長は、姫路市総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。 

⑴ 介護予防・生活支援サービス事業（第一号事業） 

ア 訪問型サービス（第一号訪問事業） 

( ｱ )  総合事業訪問介護 

( ｲ )  総合事業訪問生活援助 

( ｳ )  総合事業訪問型短期集中予防サービス（医療・保健専門職が居宅を訪

問して専門的な指導及び助言を短期間に集中的に行うサービスをいう。） 

イ 通所型サービス（第一号通所事業） 

( ｱ )  総合事業通所介護 

ウ 介護予防ケアマネジメント（第一号介護予防支援事業） 

⑵ 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 



ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

２ 姫路市総合事業のうち、総合事業訪問介護、総合事業訪問生活援助及び総合事業

通所介護にあっては指定事業者により、介護予防ケアマネジメント（第一号介護予

防支援事業）にあっては地域包括支援センターにより実施する。 

（利用の手続） 

第４条 施行規則第１４０条の６２の４第２号に掲げる者（以下「事業対象者」とい

う 。） は、第一号事業を利用しようとするときは、原則としてあらかじめ姫路市に

対し法第２７条又は法第３２条の規定による申請をし、要介護者及び要支援者に該

当しないことを認められなければならない。 

２ 居宅要支援被保険者等は、第一号介護予防支援事業を利用しようとするときは、

あらかじめ当該第一号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称及び

所在地を記載した届出書に被保険者証を添付して市長に届け出なければならない。 

（利用の中止等） 

第５条 事業対象者は、次のいずれかに該当するときは、第一号事業を利用すること

ができない。 

⑴ 第一号事業を利用する事業対象者が要介護認定又は要支援認定を受けたとき。 

⑵ 第一号事業を利用する必要がなくなったとき。 

２ 前項の規定により第一号事業を利用することができなくなった事業対象者が、要

介護認定又は要支援認定の更新を受けなかったこと又は第一号事業を利用する必

要が生じたことにより、第一号事業を利用しようとする場合は、第４条の規定に

よる手続を行わなければならない。 

（第一号事業費の支給） 

第６条 法第１１５条の４５の３に規定する第一号事業支給費は、次の各号に掲げる

要件のいずれにも該当する場合に支給する。 

⑴ 第一号事業を利用する者（以下「利用者」という 。）が、法第５８条第４項の

規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出てい



ること又は第４条第２項の規定により第一号事業を利用することにつきあらか

じめ市長に届け出ていること。 

⑵ 利用する第一号事業が、介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業に

より作成される計画（以下「介護予防サービス・支援計画」という 。） の対象

となっていること。 

２ 施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号イ及び第３号イの規定により姫路市

が定める第一号訪問事業又は第一号通所事業に要する費用の額は、別表第１に掲げ

る１単位の単価に別表第２に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。 

３ 前項の規定により費用の額を算定した場合において、当該額に１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。 

（総合事業訪問生活援助に係る第一号事業支給費の額） 

第７条 総合事業訪問生活援助に係る第一号事業支給費の額は、前条の規定により算

定した費用の額（当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるとき

は、当該事業のサービスに要した費用の額とする。）  の１００分の９０に相当す

る額とする。 

２ 法第５９条の２第１項に規定する所得の額が同項に規定する政令で定める額以上

である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について前項の規定を適用す

る場合においては、同項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とす

る。 

３ 法第５９条の２第２項に規定する所得の額が同項に規定する同条第１項の政令で

定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事

業支給費について第１項の規定を適用する場合においては、第１項中「１００分の

９０」とあるのは「１００分の７０」とする。 

（第一号事業支給費に係る審査及び支払） 

第８条 市長は、第一号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第１１５

条の４５の３第６項の規定により兵庫県国民健康保険団体連合会に委託して行う。 

（第一号事業支給費に係る支給限度額） 

第９条 事業対象者の第一号事業支給費の支給限度額は、要支援１の介護予防サービ



ス費等区分支給限度基準額の１００分の９０に相当する額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支

援につながる場合等、利用者の状態により市長が必要と認める場合の支給限度額は

、要支援２の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の１００分の９０に相当す

る額とする。 

３ 法第５９条の２第１項に規定する所得の額が同項に規定する政令で定める額以上

である事業対象者に係る第一号事業支給費について前２項の規定を適用する場合に

おいては、これらの項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。 

４ 法第５９条の２第２項に規定する所得の額が同項に規定する同条第１項の政令で

定める額を超える政令で定める額以上である事業対象者に係る第一号事業支給費に

ついて第１項及び第２項の規定を適用する場合においては、これらの項中「１００

分の９０」とあるのは「１００分の７０」とする。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第１０条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サー

ビス費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。） を行う。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等について

は、法第６１条及び法第６１条の２の規定を準用する。 

（償還給付等の手続） 

第１１条 第一号事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業

費の支給に関する手続については、市長が別に定める。 

（第一号事業支給費の額の特例） 

第１２条 市長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担するこ

とが困難なであると認める場合に、居宅要支援被保険者等の申請があるときは、第

一号事業支給費の額の特例を決定することができる。 

２ 第一号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、市長が別に定める居宅介

護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例の取扱要領を準用する。 

３ 法第６０条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者

は、第一号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。 



（指定事業者の指定の申請） 

第１３条 指定事業者の指定は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ当該各号に

掲げる者からの申請に基づいて行う。 

⑴  総合事業訪問介護 総合事業訪問介護に係る事業者の指定を受けようとする者 

⑵  総合事業訪問生活援助 総合事業訪問生活援助に係る事業者の指定を受けよう

とする者 

⑶  総合事業通所介護 総合事業通所介護に係る事業者の指定を受けようとする者 

（欠格事由） 

第１３条の２ 市長は、法第１１５条の４５の５第１項の申請があった場合において

、次の各号いずれかに該当するときは、法第１１５条の４５の３第１項の指定をし

てはならない。 

⑴ 申請者（当該申請に係る法人の役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であ

るかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第５号において

同じ 。）及び介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」とい

う 。） 第３５条の４で定める使用人を含む。次号から第５号まで及び第７号から

第１０号までにおいて同じ 。） が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり

、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

⑵ 申請者が、法又は政令第３５条の２各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である

とき。 

⑶ 申請者が、政令第３５条の３各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

⑷ 申請者が、保険料等（法第７０条第２項第５号の３の保険料等をいう。以下こ

の号において同じ 。） について、当該申請をした日の前日までに、当該保険料等

の納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受け

た日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納



期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。 

⑸ 申請者が、法第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消され、その取消

しの日から起算して５年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人であ

る場合においては、当該指定の取消しの処分に係る行政手続法 ( 平成５年法律第

８８号 )第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に当該法人の役員等

であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む 。） であ

るとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指

定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該

指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取

消しに該当しないこととすることが相当であると市長が認めるものを除く。 

⑹ 申請者（法人に限る。以下この号において同じ 。） と密接な関係を有する者

（施行規則第１２６条の３第１項に規定する申請者の親会社等、申請者の親会社

等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその

事業に重要な影響を与える関係にある者として同条第２項で定めるもの又は当該

申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくは

その事業に重要な影響を与える関係にある者として同条第３項で定めるもののう

ち、当該申請者と同条第４項で定める密接な関係を有する法人をいう。） が、法

第１１５条の４５の９の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算

して５年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指

定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発

生を防止するための当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号

本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると市長が

認めるものを除く。 

⑺ 申請者が、法第１１５条の４５の９の規定による指定の取消しの処分に係る行

政手続法第１５条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分を

しないことを決定する日までの間に施行規則第１４０条の６２の３第２項第４号

の規定による前条各号に掲げるサービスの廃止の届出をした者（当該サービスの

廃止について相当の理由があると市長が認める者を除く。）で、当該届出の日か



ら起算して５年を経過しないものであるとき。 

⑻ 申請者が、法第１１５条の４５の７第１項の規定による検査が行われた日から

法第７０条第２項第７号の２の聴聞決定予定日までの間に施行規則第１４０条の

６２の３第２項第４号の規定による前条各号に掲げるサービスの廃止の届出をし

た者（当該サービスの廃止について相当の理由があると市長が認める者を除く。

）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

⑼ 第７号に規定する期間内に施行規則第１４０条の６２の３第２項第４号の規定

による前条各号に掲げるサービスの廃止の届出があった場合において、申請者が

第７号の通知の日前６０日以内に当該届出に係る法人（当該サービスの廃止につ

いて相当の理由があると市長が認める法人を除く。） の役員等であった者で、当

該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

⑽ 申請者が、当該申請前５年以内に法第２３条に規定する居宅サービス等又は前

条各号に掲げるサービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

２ 前項に掲げるもののほか、法第１１５条の４５の５第１項に規定する指定につい

ては、基準を満たした指定事業者であっても、当該指定事業者を指定することによ

り、姫路市高齢者保健福祉計画及び姫路市介護保険事業計画に規定する地域支援事

業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実

施に際し支障が生じる場合において、市長は、当該指定事業者の指定をしないこと

ができる。 

（指定事業者の指定の更新の申請） 

第１４条 指定事業者の指定の更新は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ当該

各号に掲げる者からの申請により行う。 

⑴  総合事業訪問介護第１３条第１号の規定による指定事業者 

⑵  総合事業訪問生活援助 第１３条第２号の規定による指定事業者 

⑶  総合事業通所介護 第１３条第３号の規定による指定事業者 

（指定の基準） 

第１５条 指定事業者は、総合事業人員基準要綱に従い事業を行うものとする。ただ

し、姫路市外に所在する事業所であって、所在する市町村において指定相当第一号



事業を一体的に実施するものについては、所在する市町村が定める基準を満たして

いる場合は、総合事業人員基準要綱に定める基準を満たしているものとみなす。 

（指定の有効期間） 

第１６条 法第１１５条の４５の６第２項に規定する有効期間は、６年間とする。 

２ 姫路市外に所在する事業所が総合事業訪問介護に係る指定事業者の指定又は指定

の更新を受ける際現に所在する市町村において第一号訪問事業（以下「所在地訪問

事業」という 。）に係る指定事業者の指定を受けている場合にあっては、前項の規

定にかかわらず、当該事業所に係る指定の有効期間の満了の日は、所在地訪問事業

の有効期間の満了の日とする。 

３ 姫路市外に所在する事業所が総合事業通所介護に係る指定事業者の指定又は指定

の更新を受ける際現に所在する市町村において第一号通所事業（以下「所在地通所

事業」という 。）に係る指定事業者の指定を受けている場合にあっては、第１項の

規定にかかわらず、当該事業所に係る指定の有効期間の満了の日は、所在地通所事

業の有効期間の満了の日とする。 

（変更の届出等） 

第１７条 指定事業者は、次に掲げる事由が生じたときは、事由が生じた日から１０

日以内にその旨を市長に届け出るものとする。 

⑴  第一号訪問事業を行う場合において、当該事業の指定に係る施行規則第１４０

条の６３の５第１項第１号、第２号、第４号（当該指定に係る事業に関するも

のに限る。） 及び第５号（平面図に限る 。） から第８号までに掲げる事項に変

更があったとき。 

⑵  第一号通所事業を行う場合において、当該事業の指定に係る施行規則第１４０

条の６３の５第１項第１号、第２号、第４号（当該指定に係る事業に関するも

のに限る。）、第５号（建物の構造概要を除く。）、第７号及び第８号に掲げる事

項に変更があったとき。 

⑶  休止した当該指定に係る第一号事業を再開したとき。 

２ 指定事業者は、当該指定に係る第一号事業を廃止し、又は休止しようとするとき

は、その廃止又は休止の日の１月前までに、その旨を市長に届け出るものとする。 



（指導及び監査） 

第１８条  市長は、姫路市総合事業の適切かつ有効な実施のため、姫路市総合事業を

実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。 

（委任） 

第１９条  この要綱に定めるもののほか、姫路市総合事業の実施に関し必要な事項は

、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（指定の有効期間の特例） 

２ 平成２４年４月２日以降に介護予防訪問介護に係る事業者の指定又は指定の更新

を受けた者が当該指定を受けた介護予防訪問介護の事業所と同一の事業所において

一体的に運営される総合事業訪問介護に係る指定又は指定の更新の申請を行った場

合は、当該指定の有効期間の満了日は、当該介護予防訪問介護に係る指定の日から

６年を経過する日とする。 

３ 平成２４年４月２日以降に介護予防通所介護に係る事業者の指定又は指定の更新

を受けた者が当該指定を受けた介護予防通所介護の事業所と同一の事業所において

一体的に運営される総合事業通所介護に係る指定又は指定の更新の申請を行った場

合は、当該指定の有効期間の満了日は、当該介護予防通所介護に係る指定の日から

６年を経過する日とする。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第１７条の改正規定は、



令和元年８月２９日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第１３条の２は、この要綱の施行の日以後にされた介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の５第１項の申請について適

用し、同日前にされた同項の申請については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１４日から施行し、改正後の姫路市介護予防・日常

生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

（第一号事業支給費に係る経過措置） 

２ 令和３年４月１日から、令和３年９月３０日までの間は、別表第２総合事業訪

問介護費の款１ 訪問型サービス費Ⅰの項、２ 訪問型サービス費Ⅱの項及び３ 

訪問型サービス費Ⅲの項、総合事業訪問生活援助費の款総合事業生活援助費の項

並びに総合事業通所介護事業費の款１ 通所型サービス費１の項、２ 通所型サ

ービス費 /２２の項及び３ 通所型サービス費２の項に規定する単位数について

は、当該単位数に１００１ /１０００を乗じた単位数とする。 

附 則 

この要綱は、令和４年３月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

 （業務継続計画未策定減算に係る経過措置） 

２ この要綱の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この要綱による改正



後の姫路市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（以下「改正後の要綱」と

いう 。） 別表第２中第１項及び第２項における業務継続計画未策定減算について

は、適用しない。 

３ この要綱の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、改正後の要綱別表第

２中第３項における業務継続計画未策定減算について、感染症の予防及びまん延

の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、

当該減算は適用しない。 

 

別表第１（第６条関係） 

サービス種類 １単位の単価 

総合事業訪問介護 厚生労働省大臣が定める１単位の単

価（平成２７年厚生労働省告示第９

３号。以下「単価告示」という 。）

の規定により、１０円に姫路市の地

域区分における訪問介護の割合を乗

じて得た額。 

総合事業訪問生活援助 

総合事業通所介護 単価告示の規定により１０円に 

 

 

姫路市の地域区分における通所介護

の割合を乗じて得た額。 

別表第２（第６条関係） 

１ 総合事業訪問介護事業費 

⑴ 訪問型サービス費Ⅰ １週に１回程度の場合  １，１７６単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき） 

⑵ 訪問型サービス費Ⅱ １週に２回程度の場合  ２，３４９単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき） 

⑶ 訪問型サービス費Ⅲ １週に２回を超える程度の場合  ３，７２７単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき） 



注１ 利用者に対して、指定総合事業訪問介護事業所の訪問介護員等（総

合事業人員基準要綱第６条第１項に規定する訪問介護員等をいう。以

下同じ。）が、総合事業訪問介護を行った場合に、介護予防サービス

・支援計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定

単位数を算定する。 

注２ 施行規則第２２条の２３第１項に規定する生活援助従事者研修課程

の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防

止措置未実施減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位

数を所定単位数から減算する。 

注４  別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画

未策定減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所

定単位数から減算する。 

注５  指定総合事業訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しく

は隣接する敷地内の建物若しくは指定総合事業訪問介護事業所と同一

の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という 。） に居住

する利用者（指定総合事業訪問介護事業所における１月当たりの利用

者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を

除く 。） 又は指定総合事業訪問介護事業所における１月当たりの利用

者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除

く 。） に居住する利用者に対して、総合事業訪問介護を行った場合は

、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定し、指定総合

事業訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等

に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対して、総合事業訪問

介護を行った場合は、所定単位数の１００分の８５に相当する単位数

を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定

総合事業訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者（指



定総合事業訪問介護事業所における１月あたりの利用者が同一敷地内

建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除く 。） に対し

て、総合事業訪問介護を行った場合は、所定単位数の１００分の８８

に相当する単位数を算定する。 

注６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ 。） と届出を行おう

とする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報

が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法に

よる届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用そ

の他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」

という 。） により、市長に対し、厚生労働省老健局長（以下「老健局

長」という 。） が定める様式による届出を行った指定総合事業訪問介

護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない

場合は、当該事務所を除く 。） 又はその一部として使用される事務所

の訪問介護員等が総合事業訪問介護を行った場合は、特別地域加算と

して、所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所定単位数に

加算する。 

注７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、１月当たり実利用

者数が５人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、

市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事業

訪問介護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在

しない場合は、当該事務所を除く 。） 又はその一部として使用される

事務所の訪問介護員等が総合事業訪問介護を行った場合は、所定単位

数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

注８ 指定総合事業訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣



が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域

を越えて、総合事業訪問介護を行った場合は、所定単位数の１００分

の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

注９ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機

能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けてい

る間は、総合事業訪問介護事業費は、算定しない。 

注１０ 利用者が一の指定総合事業訪問介護事業所において総合事業訪問

介護を受けている間は、当該指定総合事業訪問介護事業所以外の指定

総合事業訪問介護事業所が総合事業訪問介護を行った場合に総合事業

訪問介護事業費は、算定しない。 

⑷ 初回加算 ２００単位（事業対象者・要支援１・２） 

注 指定総合事業訪問介護事業所において、新規に総合事業訪問介護計画

（総合事業人員基準要綱第４２条第２号に規定する総合事業訪問介護計

画をいう。以下同じ 。） を作成した利用者に対して、サービス提供責任

者（総合事業人員基準要綱第６条第２項に規定するサービス提供責任者

をいう。以下同じ。）が初回若しくは初回の総合事業訪問介護を行った

日の属する月に総合事業訪問介護を行った場合又は当該指定総合事業訪

問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の総合事業訪

問介護を行った日の属する月に総合事業訪問介護を行った際にサービス

提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

⑸ 生活機能向上連携加算（事業対象者・要支援１・２） 

ア  生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位 

イ  生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

注１ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について、サービス提供責任者が、指

定介護予防訪問リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「指定介護予



防サービス基準」という 。） 第７９条第１項に規定する指定介護予防

訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）、指定介護予防通

所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス基準第１１７条

第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をい

う。以下同じ 。） 又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の２第２項に規定す

る医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が２００床未満

のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が

存在しないものに限る。注２において同じ 。） の医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的と

した総合事業訪問介護計画を作成し、当該総合事業訪問介護計画に基

づく総合事業訪問介護を行ったときは、初回の総合事業訪問介護が行

われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

注２ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、利用者に対して、指定介護

予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の

医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問

リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第７８条に規定する

指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）、指定介護

予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第１１６条

に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ 。

）等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任

者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機

能の向上を目的とした総合事業訪問介護計画を作成した場合であって

、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該

総合事業訪問介護計画に基づく総合事業訪問介護を行ったときは、初



回の当該総合事業訪問介護が行われた日の属する月以降３月の間、１

月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算（Ⅰ

）を算定している場合は、算定しない。 

⑹ 口腔連携強化加算 ５０単位（事業対象者・要支援１・２） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式に

よる届出を行った指定総合事業訪問介護事業所の従業者が、口腔の健康

状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機

関及び担当職員（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第３７号）第２条第１項に規定する担当職

員をいう。）、介護支援専門員（同条第２項に規定する介護支援専門員を

いう 。） 又は第一号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の

結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、１月に１回

に限り所定単位数を加算する。 

⑺  介護職員処遇改善加算（事業対象者・要支援１・２） 

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善

等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事業

訪問介護事業所が、利用者に対し、総合事業訪問介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月３１日までの間、次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

ア  介護職員処遇改善加算 ( Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の

１０００分の１３７に相当する単位数 

イ  介護職員処遇改善加算 ( Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の



１０００分の１００に相当する単位数 

ウ  介護職員処遇改善加算 ( Ⅲ) ⑴から⑹までにより算定した単位数の

１０００分の５５に相当する単位数 

⑻ 介護職員等特定処遇改善加算（事業対象者・要支援１・２） 

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改

善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事

業訪問介護事業所が、利用者に対し、総合事業訪問介護を行った場合は

、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

ア 介護職員等特定処遇改善加算 ( Ⅰ )   ⑴から⑹までにより算定し

た単位数の１０００分の６３に相当する単位数 

イ 介護職員等特定処遇改善加算 ( Ⅱ )   ⑴から⑹までにより算定し

た単位数の１０００分の４２に相当する単位数 

⑼  介護職員等ベースアップ等支援加算（事業対象者・要支援１・２） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改

善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事

業訪問介護事業所が、利用者に対し、総合事業訪問介護を行った場合は

、⑴から⑹までにより算定した単位数の１０００分の２４に相当する単

位数を所定単位数に加算する。 

２ 総合事業訪問生活援助事業費（事業対象者・要支援１・２ １回につき） 

⑴ 所要時間２０分以上４５分未満の場合  １７９単位 

⑵ 所要時間４５分以上の場合  ２２０単位 

注１ 単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族（以下「家族等」

という 。） と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病



等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難

であるものに対して、指定総合事業訪問生活援助事業所（総合事業訪

問生活援助の事業を行う事業所をいう。以下同じ。）の従事者（総合

事業人員基準要綱第４５条第１項に規定する従事者をいう 。） が、総

合事業訪問生活援助を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護

予防サービス・支援計画に位置づけられた内容の総合事業訪問生活援

助を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 

注２ 総合事業訪問生活援助事業費に係る算定回数の限度は、次のとおり

とする。 

ア 介護予防サービス計画・支援計画により、週１回程度の利用が必要

と認められた場合 週１回まで 

イ 介護予防サービス計画・支援計画により、週２回程度の利用が必要

と認められた場合 週２回まで 

注３ 総合事業人員基準要綱第４７条において準用している第３７条の２

に規定する基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算

として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。 

注４ 総合事業人員基準要綱第４７条において準用している第２９条の２

規定する基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算す

る。 

注５ 指定総合事業訪問生活援助事業所の所在する建物と同一の敷地内若

しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定総合事業訪問生活援助事業

所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という 。

）に居住する利用者（指定総合事業訪問介護事業所における１月当た

りの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する

利用者を除く 。） 又は指定総合事業訪問介護事業所における１月当た



りの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物

等を除く 。） に居住する利用者に対して、総合事業訪問生活援助を行

った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定し

、指定総合事業訪問生活援助事業所における１月当たりの利用者が同

一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対して

、総合事業訪問生活援助を行った場合は、所定単位数の１００分の８

５に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める

基準に該当する指定総合事業訪問生活援助事業所が、同一敷地内建物

等に居住する利用者（指定総合事業訪問生活援助事業所における１月

あたりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住

する利用者を除く 。） に対して、総合事業訪問生活援助を行った場合

は、所定単位数の１００分の８８に相当する単位数を算定する。 

注６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織

を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届

出を行った指定総合事業訪問生活援助事業所（その一部として使用さ

れる事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く 。） 又

はその一部として使用される事務所の従事者が総合事業訪問生活援助

を行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の１００分の１５

に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

注７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、１月当たり実利用

者数が５人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、

市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事業

訪問生活援助事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に

所在しない場合は、当該事務所を除く 。） 又はその一部として使用さ

れる事務所の従事者が総合事業訪問生活援助を行った場合は、所定単

位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

注８ 指定総合事業訪問生活援助事業所の従事者が、別に厚生労働大臣が



定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を

越えて、総合事業訪問生活援助を行った場合は、所定単位数の１００

分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

注９ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機

能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けてい

る間は、総合事業訪問生活援助事業費は、算定しない。 

注１０ 利用者が一の指定総合事業訪問生活援助事業所において総合事業

訪問生活援助を受けている間は、当該指定総合事業訪問生活援助事業

所以外の指定総合事業訪問生活援助事業所が総合事業訪問生活援助を

行った場合に、総合事業訪問介生活援助事業費は、算定しない。 

３ 総合事業通所介護事業費 

⑴ 通所型サービス費１ 週１回程度の通所 １，７９８単位 

（事業対象者・要支援１ １月につき） 

⑵ 通所型サービス費／２２ 週１回程度の通所 １，７９８単位 

（要支援２ １月につき） 

⑶ 通所型サービス費２ 週２回程度の通所 ３，６２１単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき） 

注１ 看護職員（総合事業人員基準要綱第５１条第１項第１号に規定する

看護職員をいう。以下同じ。）又は介護職員の員数を置いているもの

として、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健

局長が定める様式による届出を行った指定総合事業通所介護事業所に

おいて、総合事業通所介護を行った場合に、介護予防サービス・支援

計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数

を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員

数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働

大臣が定めるところにより算定する。 

注２ 利用者が事業対象者（施行規則第１４０条の６２の４第２号に定め



る者をいう。以下同じ 。） であって、第一号介護予防支援事業により

作成される計画において、１週に１回程度の総合事業通所介護が必要

とされた場合については通所型サービス費１に掲げる所定単位数を、

１週に２回程度の総合事業通所介護が必要とされた場合については通

所型サービス費２に掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。 

注３  別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防

止措置未実施減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位

数を所定単位数から減算する。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画

未策定減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所

定単位数から減算する。 

注５  総合事業通所介護の従業者（総合事業人員基準要綱第５１条第１項

に規定する総合事業通所介護従業者をいう。以下同じ 。） が、別に厚

生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業

の実施地域を越えて、総合事業通所介護を行った場合は、所定単位数

の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

注６  利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若

しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型

居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間

は、総合事業通所介護費は、算定しない。 

注７ 通所型サービス費１、通所型サービス費／２２及び通所型サービス

費２について、利用者が一の指定総合事業通所介護事業所において総

合事業通所介護を受けている間は、当該指定総合事業通所介護事業所

以外の指定総合事業通所介護事業所が総合事業通所介護を行った場合

に、総合事業通所介護費は、算定しない。 

注８ 指定総合事業通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定総合

事業通所介護事業所と同一建物から当該指定総合事業通所介護事業所



に通う者に対し、総合事業通所介護を行った場合は、次に掲げる区分

に応じ、１月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算する。ただ

し、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他

やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対し

て送迎を行った場合は、この限りでない。 

１ 通所型サービス費１又は通所型サービス費／２２を算定してい

る場合（１月につき） ３７６単位 

２ 通所型サービス費２を算定している場合（１月につき） ７５

２単位 

注９  利用者に対して、その居宅と指定総合事業通所介護事業所との間の

送迎を行わない場合は、片道につき４７単位（通所型サービス費１又

は通所型サービス費／２２を算定している場合は１月につき３７６単

位を、通所型サービス費２を算定している場合は１月につき７５２単

位を限度とする 。） を所定単位数から減算する。ただし、注８を算定

している場合は、この限りでない。 

⑷  生活機能向上グループ活動加算 １００単位 

（事業対象者・要支援１・２） 

注  次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による

届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を

有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の

支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動サービス」とい

う 。） を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、こ

の場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上

加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算

定しない。 

ア  生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員（理学療法士、



作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサー

ジ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上

勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を

含む 。） その他指定総合事業通所介護事業所従業者が共同して、利用

者ごとに生活機能の向上の目標を設定した総合事業通所介護計画（総

合事業人員基準要綱第６５条第２号に規定する総合事業通所介護計画

をいう。以下同じ 。） を作成していること。 

イ  総合事業通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の

向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの

項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増

進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能

向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 

ウ  利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１

回以上行っていること。 

⑸  若年性認知症利用者受入加算  ２４０単位 

（事業対象者・要支援１・２） 

注  受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号）第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要

支援者となったものをいう。以下同じ 。） ごとに個別の担当者を定めて

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事業通所介護事業

所において、若年性認知症利用者に対して総合事業通所介護を行った場

合は、１月につき所定単位数を加算する。 

⑹  栄養アセスメント加算  ５０単位（事業対象者・要支援１・２） 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った総合事業通所介護事業所において、利用者に対して、管理



栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養

状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注に

おいて同じ 。） を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。た

だし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に

係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了

した日の属する月は、算定しない。 

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を 1

名以上配置していること。 

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者 ( ３－⑺の注において「管理栄養士等」という。 ) が共

同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対して

その結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の

実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のた

めに必要な情報を活用していること。 

エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大

臣が定める基準のいずれにも該当しない指定総合事業通所介護事業所

であること。 

⑺ 栄養改善加算 ２００単位（事業対象者・要支援１・２） 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による

届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用

者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に

実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の

維持又は向上に資すると認められるもの ( 以下「栄養改善サービス」と

いう。 ) を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１



名以上配置していること。 

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して

、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画

を作成していること。 

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅

を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、

利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価しているこ

と。 

オ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大

臣が定める基準のいずれにも該当しない指定総合事業通所介護事業所

であること。 

⑻ 口腔機能向上加算（事業対象者・要支援１・２） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式に

よる届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ

のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個

別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関

する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの ( 以下この注及び一体的サービス提供加

算において「口腔機能向上サービス」という。 ) を行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

ア 口腔機能向上加算 ( Ⅰ )  １５０単位 

イ 口腔機能向上加算 ( Ⅱ )  １６０単位 

⑼  一体的サービス提供加算  ４８０単位（事業対象者・要支援１・２） 



注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式に

よる届出を行った指定総合事業通所介護事業所が、利用者に対し、栄養

改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、１

月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善加算又は口腔機能向

上加算を算定している場合は、算定しない。 

⑽ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式に

よる届出を行った指定総合事業通所介護事業所が利用者に対し総合事業

通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分

に応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

ア サービス提供体制強化加算 ( Ⅰ )  

(ア)  事業対象者・要支援１ ８８単位 

(イ)  要支援２       ８８単位 

(ウ)  事業対象者・要支援２ １７６単位 

イ サービス提供体制強化加算 ( Ⅱ )  

(ア)  事業対象者・要支援１ ７２単位 

(イ)  要支援２       ７２単位 

(ウ)  事業対象者・要支援２ １４４単位 

ウ サービス提供体制強化加算 ( Ⅲ )  

(ア)  事業対象者・要支援１ ２４単位 

(イ)  要支援２       ２４単位 

(ウ)  事業対象者・要支援２ ４８単位 

⑾ 生活機能向上連携加算（事業対象者・要支援１・２） 



注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報

処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式に

よる届出を行った指定総合事業通所介護事業所において、外部との連携

により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画

を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、総合事業通所介護

事業費については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を

見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、生活機能向

上グループ活動加算については１月につき、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

ア 生活機能向上連携加算 ( Ⅰ )  １００単位 

イ 生活機能向上連携加算 ( Ⅱ )  ２００単位 

⑿ 口腔・栄養スクリーニング加算（事業対象者・要支援１・２） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定総合事業通所介護事業

所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状

態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次

に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事

業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあ

っては算定しない。 

ア 口腔・栄養スクリーニング加算 ( Ⅰ )  ２０単位 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算 ( Ⅱ )  ５単位 

⒀ 科学的介護推進体制加算 ４０単位（事業対象者・要支援１・２） 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定総合事業通所介護事業所が、利用者に対し総合事業通



所介護を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

ア 利用者ごとのＡＤＬ値 ( ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。

) 、栄養状態、口腔機能、認知症 ( 法第５条の２第１項に規定する認

知症をいう。 ) の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な

情報を、厚生労働省に提出していること。 

イ 必要に応じて総合事業通所介護計画を見直すなど、総合事業通所介

護の提供に当たって、１に規定する情報その他総合事業通所介護を適

切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

⒁  介護職員処遇改善加算（事業対象者・要支援１・２） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善

等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事業

通所介護事業所が、利用者に対し、総合事業通所介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月３１日までの間、次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

ア  介護職員処遇改善加算 ( Ⅰ) ⑴から⒀までにより算定した単位数の

１０００分の５９に相当する単位数 

イ  介護職員処遇改善加算 ( Ⅱ) ⑴から⒀までにより算定した単位数の

１０００分の４３に相当する単位数 

ウ  介護職員処遇改善加算 ( Ⅲ) ⑴から⑿までにより算定した単位数の

１０００分の２３に相当する単位数 

⒂  介護職員等特定処遇改善加算（事業対象者・要支援１・２） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改

善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事



業通所介護事業所が、利用者に対し、総合事業通所介護を行った場合は

、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

ア  介護職員等特定処遇改善加算 ( Ⅰ) ⑴から⒀までにより算定した単

位数の１０００分の１２に相当する単位数 

イ  介護職員等特定処遇改善加算 ( Ⅱ) ⑴から⒀までにより算定した単

位数の１０００分の１０に相当する単位数 

⒃  介護職員等ベースアップ等支援加算（事業対象者・要支援１・２） 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改

善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定総合事

業通所介護事業所が、利用者に対し、総合事業通所介護を行った場合は

、⑴から⒀までにより算定した単位数の１０００分の１１に相当する単

位数を所定単位数に加算する。 

（注） 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に

居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処

遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支

援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。 

 


